
全国共済農業協同組合連合会

共済事業向けの総合的な監督指針の改正を踏まえた対応について
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はじめに

令和４年12月７日、農林水産省から、共済事業向けの総合的な監督指針の改正案が公
表され、令和５年２月27日に改正監督指針が施行されました。

今回の改正内容のうち、「推進目標の達成のための不必要な共済契約の防止」については、
特に多くのご懸念をいただいていますが、JA共済連としては次のように認識しています。

（１）当改正のねらいは、組織的な要因による不必要な契約を防止することにより、不祥事件
の未然防止を通じて共済事業の適正な運営を図ることにあること

（２）「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じて安心と満足をお届けする観点で、共済事
業は組合員・利用者にとって必要であり、推進目標の設定や総合事業（一斉推進）自体
が否定されているものではないこと

（３）推進目標の設定にあたっては、組合員・利用者の保障充足状況や推進体制の状況等
を踏まえ算出するとともに、事業推進に必要かつ十分な研修・職員説明会の開催や活動支
援（推進フォローや協働体制等）を行う必要があること

上記の認識のもと、今後の共済事業運営にあたっての基本的な考え方等をご説明いたします。
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１．共済事業運営にあたっての基本的な考え方

JA共済は、「相互扶助（助け合い）」を事業理念に、「ひと・いえ・くるまの総合保障」により組
合員・利用者の保障充足を図ることを使命として、目標を掲げて事業推進に取り組んできました
。健全な組織にとって、組織がめざす目標を掲げて取り組むことは大変重要なことです。

また、適切な事業運営のためには適切な体制・育成・方策による職員の支援はもちろんのこと、
理念・使命・コンプライアンスに対する役職員の理解・浸透が必要です。
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２．不必要な共済契約の防止

組合員・利用者と同様に、JA職員についても自己の保障充足は必要ですが、改正監督指
針をふまえ、「推進目標の達成を図ることを目的とした不必要な共済契約」は締結しないよう、職
員に周知・徹底する必要があります。

JA共済連では、JA職員に向けて、改正監督指針の内容をお知らせするチラシを作成いたしまし
た。当チラシをご活用いただき、会議等の場で周知・徹底をお願いします。

＜職員向けチラシのイメージ＞
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３．風通しのよい職場環境の整備

改正監督指針においては、「不必要な共済契約」の申出があったことに加え、行政庁が「組織
的な要因」を認定した場合に不祥事件となります。「組織的な要因」の例として、「職員に対して
過度なプレッシャーが与えられていた場合」が挙げられています。

「不必要な共済契約」を防止する第一歩は、風通しのよい職場環境づくりと考えられます。JAの
管理者は、推進実績について職員にプレッシャーをかけるのではなく、日々の声掛け等により職員
との信頼関係を築くとともに、風通しのよい職場環境づくりに取り組んでいく必要があります。

＜職場環境の改善に向けた取組み（例）＞

・ 職員との友好な人間関係の構築を心掛ける

・ 職員からの相談を待つのではなく、職員のこと

を気にかける

・ 日常生活に変化がないか、職員の生活態度

を気にかける

など

＜管理者向けチラシのイメージ＞
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４．十分な教育・訓練

「組織的な要因」の例として、「過度なプレッシャー」のほか「共済推進に係る知識・経験が乏し
い者に対し、十分な教育・訓練を行わないまま共済推進を強制した場合」が挙げられています。

JAは、共済推進を担当する職員に対し、十分な教育・訓練の機会を与えるとともに、共済推
進を担当する職員に対する支援体制を構築する必要があります。JAの実態に合わせて、情報提
供制度の導入や、個人目標からチーム目標へのシフトについても検討ください。

＜職員に対する支援（例）＞
①推進には必ずＬＡが同行するようにします。
②ＬＡ経験等のある推進リーダーとペアで推進を行うようにします。

＜情報提供制度＞
情報提供制度においては、一般職員が共済推進に有用な情報をＬＡに提供し、推進活動はＬＡが行う
ことから、一般職員の負担が軽減されます。

＜チーム目標＞
個人目標からチーム目標にシフトし、チームメンバー全員で目標達成に取り組む体制を構築します。チーム
メンバーの役割（情報提供・見込者紹介、ニーズ喚起、提案説明・契約締結等）を明確にすることにより、
一般職員の負担が軽減されます。
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＜参考＞情報提供制度の取組事例（ＪＡ会津よつば）

①一般職員が日常業務の中で
情報収集

②一般職員からLAへ
情報連携

③情報連携された内容を基に
訪問準備

④情報提供者と担当LAの2人で
同行訪問＆保障点検

⑤利用者のニーズを確認したうえで
ご提案

日々の業務の中で情報収集を意識

情報提供者が同行することで組合員

・利用者の心のハードルをぐっと下げる

Point

Point
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５．共済推進の目標設定・管理態勢

JA共済は、「相互扶助（助け合い）」を事業理念に、「ひと・いえ・くるまの総合保障」により組
合員・利用者の保障充足を図ることを使命として事業推進に取り組んでいます。よって、目標設
定においては、組合員・利用者の保障充足度等をふまえて検討する必要があります。

また、実効性のある計画となるよう、「活動」（活動内容・活動方法の設定）、「育成」（必要
なマインド、知識・スキルの習得）、「体制」（活動・育成を実践するための要員確保）のそれぞ
れについて相互に意識したうえで、諸計画を策定する必要があります。
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６．共済事業総点検運動

「共済事業体制総点検運動」は、JAにおける「将来にわたって組合員・利用者に安心と満足を
提供するための事業基盤づくり」に向け、JAごとの課題に応じた改善策の策定・実践に繋げていく
ことを目指し、実施するものです。

監督指針の改正内容をふまえ、各JAの共済事業における計画策定や取組態勢等の組織的
な対応状況等にかかる項目も設定し、点検を実施します。




